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いかなる形態でも白タク行為は絶対反対 
 ライドシェア解禁阻止統一行動  東北運輸局へ要請書を手渡す 

 

 東北地連は11月28日、東北運輸局へ

の要請行動を実施しました。組合から

本間委員長ら８人が参加し、宮城県だ

けでなく福島県や秋田県の仲間も駆け

つけました。 

 本間委員長が「安心安全なタクシー

の確立と労働者の労働条件改善を求め

る要請書」を東北運輸局の係官へ手渡

し、６つの要請項目について交渉を行

いました。 

 

１．白タク行為であるライドシェアは

絶対に認めないこと。 

（回答）国土交通省としては、安心・

安全の確保のため、運行管理・

整備確認に責任の主体を置かな

いライドシェアについては問題があり、認められない。 

（補足） 

・ 東北管内で恒常的にタクシー不足が起きている地域はない。準特定地域はすべて

供給過剰状態である。 

・ 岩手県の八幡平で旅行者が急増したため、移動手段が不足しており、別途手立て

が必要となっている。 

・ 自家用有償旅客運送については、各支局のHPに現状がのっている。拡がっている

ということではない。 

・ ライドシェアについての議論は、認識がばらばらであり、自家用有償旅客運送を

ライドシェアと言っているところがある。 

→ 自交総連としては、いかなる形態でも白タク行為は絶対反対であると本省へ申し

伝えるよう要請。 

 

2023.11.28 宮城・東北運輸局会議室 
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２．運貸値上げにより、確実に労働条件が改善するよう指導を強化すること。ま

た既に実施された地域での労働条件の改善状況について、調査・公表すること。 

（回答）運賃値上げについては、この間の通達に基づき、認可してきている。 

（補足） 

・ 事後チェックについては、各県タクシー協会に対し改善状況の報告を求めている。 

・ 賃率減少などの労働条件改悪がなされた場合は局に連絡してもらえれば指導する。 

・ この間、指導の実績はなく、他の局の動向も見ている。 

 

３．運賃値上げ時の原価の査定については、社会的水準の労働条件に近づけるた

めの賃金分を保証するものとすること。また、アプリ配車やクレジット決済な

どの導入・運営の経費についても加算すること。 

（回答）原価は事業者からの申請に基づき審査している。アプリ分について

はその他の経費で充当している。 

（補足） 

・ 運賃の緩和が進んできている。協議運賃については、申請があれば検討せざる

を得ない。同一地域で、通常運賃と旅行社との間で、別運賃が発生する可能性が

ある。 

・ 現時点では、管内で具体的な動きはない。 

 

４．東北各地で鉄道やバス路線の撤退が相次ぎ、住民の移動する権利が侵害され

てきています。「住民の足」を保障するため、地域公共交通の再編・強化が求

められています。その際、戸口から戸口までの移動を保障するタクシーの特性

を生かした活用を図るとともに、地域公共交通維持・充実のために予算を確保

し、補助金を大幅に増額すること。 

（回答）地域公共交通を守るために努力している。補助金については、本省に申し伝

える。 

 

５．タクシーの安全安心な輸送や地域公共交通の維持のため、確実に労働者を育

成するため、国家資格としてタクシードライパー法を制定すること。 

（回答）自交総連の提案については、承知しており、本省に伝える。 

 

６．道路運送法や労働基準法など関係法令を守らない悪質な経営者に対し、監

査・指導を強化すること。 

（回答）労働局と連絡を取り合いながら、指導を強化する。 

→ あさひタクシーでの道路運送法違反について、指導を求めた。 

 

 

 

 

 



23年第34号            自交労働者情報             2023.12.１ (3) 

「前回の配布行動より感心の高まり感じた」 
 

長崎地連は11月29日、長

崎市江戸町のLPガススタン

ド前でライドシェア反対ビ

ラ配布行動を行いました。

２時間ほどで、ビラを 86

枚、自交総連情報電子版32

号を65部、ポケットティッ

シュ86個を配布することが

できました。 

対話の中で、ある個人タ

クシー運転者からは、「今

回のライドシェア反対は、

乗務員と法人（タクシー協

会）が一緒に行うべきだ。

そのようになれば、個人タ

クシーも皆で行動するでし

ょう」と言われ、最後には「ご苦労様です。応援します」とのねぎらいの言葉をも

らいました。 

松永書記長は、「前回の配布時より皆さん興味を持っていました。やはり、国会

中継を、ラジオ等で聞いているのでしょう。早急に日程を決め、次回も配布したい

と思っています」と感想を語ってくれました。 

 

2023.11.29 長崎・（有）長崎共同充填所前 


